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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像空間に傾斜磁場を発生させる傾斜磁場コイルを備え、
　前記傾斜磁場コイルは、
　アルミニウムで形成された第１のコイル部材と、
　前記第１のコイル部材に接続され、銅で形成された第２のコイル部材と
　を有し、
　前記第１のコイル部材は、コイルを形成する導体パターンであり、
　前記第２のコイル部材は、前記導体パターンに流れる電流を供給する給電ケーブルが接
続される端子である、
　ことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
【請求項２】
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、前記第１のコイル部材
における前記第２のコイル部材との接続面にスズ又はニッケルのめっきが施されたうえで
、はんだにより接続されることを特徴とする請求項１に記載の磁気共鳴イメージング装置
。
【請求項３】
　撮像空間に傾斜磁場を発生させる傾斜磁場コイルを備え、
　前記傾斜磁場コイルは、
　アルミニウムで形成された第１のコイル部材と、
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　前記第１のコイル部材に接続され、銅で形成された第２のコイル部材と
　を有し、
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、前記第１のコイル部材
における前記第２のコイル部材との接続面にスズ又はニッケルのめっきが施されたうえで
、はんだにより接続されることを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
【請求項４】
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、ねじによって締結され
ることを特徴とする請求項１、２又は３に記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項５】
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、複数のねじによって締
結されることを特徴とする請求項４に記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項６】
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、複数のねじによって締
結され、
　前記複数のねじが設けられる間隔は、前記第１のコイル部材及び前記第２のコイル部材
それぞれの線膨張係数の違いから接続面に生じるせん断ひずみによって前記はんだにかか
るせん断応力の大きさが前記はんだの許容せん断応力以下となる間隔に設定されることを
特徴とする請求項２又は３に記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項７】
　前記ねじの材質は、銅又は真鍮であることを特徴とする請求項４～６のいずれか一つに
記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項８】
　前記ねじに形成されたおねじ部、前記第１のコイル部材に形成されためねじ部、及び、
前記第２のコイル部材に形成されためねじ部のうち、少なくとも一つの表面にスズ又はニ
ッケルのめっきが施されることを特徴とする請求項４～７のいずれか一つに記載の磁気共
鳴イメージング装置。
【請求項９】
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、樹脂に封入されること
を特徴とする請求項１～８のいずれか一つに記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項１０】
　前記傾斜磁場コイルは、前記第１のコイル部材の周囲を樹脂で含浸して形成され、
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、前記第１のコイル部材
の周囲に含浸された前記樹脂に封入される
　ことを特徴とする請求項９に記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項１１】
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、前記傾斜磁場コイルの
端面と前記第１のコイル部材との間に配置されることを特徴とする請求項１０に記載の磁
気共鳴イメージング装置。
【請求項１２】
　前記第２のコイル部材は、当該第２のコイル部材の少なくとも一部が前記傾斜磁場コイ
ルの外側に配置されることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の磁気共鳴イメージン
グ装置。
【請求項１３】
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、バリアー層で被覆され
ることを特徴とする請求項１０、１１又は１２に記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項１４】
　アルミニウムで形成された第１のコイル部材と、
　前記第１のコイル部材に接続され、銅で形成された第２のコイル部材と
　を備え、
　前記第１のコイル部材は、コイルを形成する導体パターンであり、
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　前記第２のコイル部材は、前記導体パターンに流れる電流を供給する給電ケーブルが接
続される端子である、
　ことを特徴とする傾斜磁場コイル。
【請求項１５】
　アルミニウムで形成された第１のコイル部材と、
　前記第１のコイル部材に接続され、銅で形成された第２のコイル部材と
　を備え、
　前記第１のコイル部材と前記第２のコイル部材との接続部分は、前記第１のコイル部材
における前記第２のコイル部材との接続面にスズ又はニッケルのめっきが施されたうえで
、はんだにより接続されることを特徴とする傾斜磁場コイル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、磁気共鳴イメージング装置及び傾斜磁場コイルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、磁気共鳴イメージング装置は、撮像対象の被検体が置かれる撮像空間に傾斜磁場
を発生させる傾斜磁場コイルを備える。この傾斜磁場コイルは、一般的に、コイルを形成
する導体として、銅で形成された導体パターンを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２０１９８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、傾斜磁場コイルの軽量化を実現することができる磁
気共鳴イメージング装置及び傾斜磁場コイルを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ：Magnetic　Resonance　Imaging）装置
は、撮像空間に傾斜磁場を発生させる傾斜磁場コイルを備える。前記傾斜磁場コイルは、
アルミニウムで形成された第１のコイル部材と、前記第１のコイル部材に接続され、銅で
形成された第２のコイル部材とを有する。前記第１のコイル部材は、コイルを形成する導
体パターンである。前記第２のコイル部材は、前記導体パターンに流れる電流を供給する
給電ケーブルが接続される端子である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、本実施形態に係るＭＲＩ装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】図２は、本実施形態に係る傾斜磁場コイルにおける導体パターンと端子との接続
部分を示す概要図である。
【図３】図３は、本実施形態に係る導体パターンと端子との接続部分の外観を示す斜視図
である。
【図４】図４は、本実施形態に係る導体パターンと端子との接続部分の構造を示す斜視図
である。
【図５】図５は、本実施形態に係る導体パターンと端子との接続部分を示す断面図である
。
【図６】図６は、図５に示した導体パターンと端子との接続部分を拡大した拡大図である
。
【図７】図７は、本実施形態に係るはんだの応力ひずみ線図を示す図である。
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【図８】図８は、本実施形態に係る傾斜磁場コイルにおける導体パターンと端子との接続
部分周辺を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面に基づいて、本実施形態に係るＭＲＩ装置及び傾斜磁場コイルの実施形態を
説明する。
【０００８】
　図１は、第１の実施例に係るＭＲＩ装置の構成例を示す図である。図１に示すように、
ＭＲＩ装置１００は、架台装置１１０と、受信コイル１２０と、傾斜磁場電源１３０と、
送信部１４０と、受信部１５０と、シーケンス制御装置１６０と、寝台装置１７０と、計
算機システム１８０とを備える。
【０００９】
　架台装置１１０は、概略円筒形状に形成された静磁場磁石１１１、傾斜磁場コイル１１
２及び送信コイル１１３を、静磁場磁石１１１の内周側に傾斜磁場コイル１１２が配置さ
れ、傾斜磁場コイル１１２の内周側に送信コイル１１３が配置された状態で、それぞれの
中心軸が揃うように支持する。また、架台装置１１０は、送信コイル１１３の内周側に配
置された円筒形状のボア１１４を有し、ボア１１４の内周側に撮像空間を形成する。
【００１０】
　静磁場磁石１１１は、円筒状に形成された磁石であり、静磁場電源（図示せず）から供
給される電流によって、撮像空間に静磁場を発生させる。例えば、静磁場磁石１１１は、
概略円筒状に形成された真空容器と、真空容器の中で冷却液に浸漬された超伝導コイルと
を有する超電導磁石である。また、静磁場磁石１１１は、超電導磁石に限られず、永久磁
石や常電導磁石であってもよい。
【００１１】
　傾斜磁場コイル１１２は、円筒状に形成されたコイルであり、傾斜磁場電源１３０から
供給される電流によって、互いに直交するＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸それぞれに沿って強度が変
化する傾斜磁場を撮像空間に発生させる。例えば、傾斜磁場コイル１１２は、メインコイ
ル１１２ａと、シールドコイル１１２ｂとを有するＡＳＧＣ（Active　Shield　Gradient
　Coil）である。メインコイル１１２ａは、Ｘ軸、Ｙ軸及びＺ軸それぞれに沿って強度が
変化する傾斜磁場を撮像空間に発生させる。また、シールドコイル１１２ｂは、メインコ
イル１１２ａの外周側に配置され、メインコイル１１２ａの漏洩磁場をキャンセルする。
なお、傾斜磁場コイル１１２は、ＡＳＧＣに限られず、シールドコイル１１２ｂを有しな
いものであってもよい。
【００１２】
　送信コイル１１３は、円筒状に形成されたコイルであり、傾斜磁場コイル１１２の内側
に配置される。また、送信コイル１１３は、送信部１４０から供給される高周波電流によ
って、撮像空間に高周波磁場を発生させる。
【００１３】
　受信コイル１２０は、被検体Ｓに装着され、送信コイル１１３により発生した高周波磁
場の影響によって撮像空間に置かれた被検体Ｓから発生する磁気共鳴信号を受信する。ま
た、受信コイル１２０は、受信した磁気共鳴信号を内部の増幅器によって増幅して出力す
る。
【００１４】
　なお、本実施形態では、送信コイル１１３と受信コイル１２０とが別のコイルである場
合の例を説明するが、送信及び受信の両方の機能を備えた送受信兼用のコイルが用いられ
てもよい。その場合には、送信コイル１１３が受信機能をさらに備えてもよいし、受信コ
イル１２０が送信機能をさらに備えてもよい。
【００１５】
　傾斜磁場電源１３０は、シーケンス制御装置１６０からの指示に基づいて、傾斜磁場コ
イル１１２に電流を供給する。例えば、傾斜磁場電源１３０は、高圧発生回路や傾斜磁場
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アンプなどを含む。高圧発生回路は、商用交流電源から供給されるＡＣ（Alternate　Cur
rent）電流を所定の電圧のＤＣ（Direct　Current）電流に変換して傾斜磁場アンプに供
給する。傾斜磁場アンプは、高圧発生回路から供給されるＤＣ電流を増幅して傾斜磁場コ
イル１１２に供給する。
【００１６】
　送信部１４０は、シーケンス制御装置１６０からの指示に基づいて、送信コイル１１３
にＲＦパルスを送信する。例えば、送信部１４０は、発振部や位相選択部、周波数変換部
、振幅変調部、ＲＦアンプなどを含む。発振部は、静磁場中における対象原子核に固有の
共鳴周波数のＲＦパルスを発生する。位相選択部は、発信部によって発生したＲＦパルス
の位相を選択する。周波数変換部は、位相選択部から出力されたＲＦパルスの周波数を変
換する。振幅変調部は、周波数変調部から出力されたＲＦパルスの振幅を例えばｓｉｎｃ
関数に従って変調する。ＲＦアンプは、振幅変調部から出力されたＲＦパルスを増幅して
送信コイル１１３に供給する。
【００１７】
　受信部１５０は、シーケンス制御装置１６０からの指示に基づいて、受信コイル１２０
によって受信された磁気共鳴信号を検出する。また、受信部１５０は、検出した磁気共鳴
信号をＡ／Ｄ（Analog-to-Digital）変換することで生データを生成し、生成した生デー
タをシーケンス制御装置１６０に送信する。例えば、受信部１５０は、選択器や前段増幅
器、位相検波器、Ａ／Ｄ変換器などを含む。選択器は、送信コイル１１３から出力される
磁気共鳴信号を選択的に入力する。前段増幅器は、選択器から出力される磁気共鳴信号を
増幅する。位相検波器は、前段増幅器から出力される磁気共鳴信号の位相を検波する。Ａ
／Ｄ変換器は、位相検波器から出力される信号をデジタル信号に変換する。
【００１８】
　シーケンス制御装置１６０は、計算機システム１８０による制御のもと、傾斜磁場電源
１３０、送信部１４０および受信部１５０をそれぞれ駆動することによって、データ収集
を実行する。また、シーケンス制御装置１６０は、データ収集を行った結果、受信部１５
０から生データが送信されると、その生データを計算機システム１８０に送信する。
【００１９】
　寝台装置１７０は、被検体Ｓが載置される天板１７１を備え、上下方向、前後方向及び
左右方向に天板１７１を移動させる。ここで、前方向は、静磁場磁石１１１の軸方向に沿
って、寝台装置１７０側から架台装置１１０側へ向かう方向であり、後方向は、静磁場磁
石１１１の軸方向に沿って、架台装置１１０側から寝台装置１７０側へ向かう方向である
。また、左方向は、寝台装置１７０側から架台装置１１０に正対した場合に、静磁場磁石
１１１の軸から左側へ向かう方向であり、右方向は、寝台装置１７０側から架台装置１１
０に正対した場合に、静磁場磁石１１１の軸から右側へ向かう方向である。例えば、寝台
装置１７０は、被検体Ｓの撮像が行われる際に、被検体Ｓが載置された天板１７１を架台
装置１１０が有するボアの内周側に形成された撮像空間へ移動させる。
【００２０】
　計算機システム１８０は、ＭＲＩ装置１００全体を制御する。例えば、計算機システム
１８０は、操作者から各種入力を受け付ける入力部、操作者から入力される撮像条件に基
づいてシーケンス制御装置１６０にデータ収集を実行するシーケンス制御部、シーケンス
制御装置１６０から送信された生データに基づいて画像を再構成する画像再構成部、再構
成された画像などを記憶する記憶部、再構成された画像など各種情報を表示する表示部、
操作者からの指示に基づいて各機能部の動作を制御する主制御部などを有する。
【００２１】
　以上、本実施形態に係るＭＲＩ装置１００の構成例について説明した。このような構成
のもと、ＭＲＩ装置１００では、傾斜磁場コイル１１２が、アルミニウムで形成された第
１のコイル部材と、第１のコイル部材に接続され、銅で形成された第２のコイル部材とを
有する。
【００２２】
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　一般的に、ＭＲＩ装置において、傾斜磁場コイルが有する導体パターンや端子などの導
電性のコイル部材は、電気伝導率が高い銅で形成される。これに対し、本実施形態に係る
ＭＲＩ装置１００では、傾斜磁場コイル１１２が、アルミニウムと銅とを組み合わせて形
成される。このため、本実施形態によれば、傾斜磁場コイルが有する導電性のコイル部材
の全てが銅で形成される場合と比べて、傾斜磁場コイル１１２の軽量化を実現することが
できる。
【００２３】
　なお、本実施形態では、第１のコイル部材が、コイルを形成する導体パターンであり、
第２のコイル部材が、導体パターンに流れる電流を供給する給電ケーブルが接続される端
子である場合の例を説明する。
【００２４】
　図２は、本実施形態に係る傾斜磁場コイル１１２における導体パターンと端子との接続
部分を示す概要図である。例えば、図２に示すように、傾斜磁場コイル１１２は、メイン
コイル１１２ａを形成する３層の導体パターン２０１～２０３と、シールドコイル１１２
ｂを形成する３層の導体パターン２０４～２０６とを有する。ここで、傾斜磁場コイル１
１２は、導体パターン２０１～２０３及び導体パターン２０４～２０６の周囲を樹脂１１
２ｃで含浸して形成される。
【００２５】
　また、傾斜磁場コイル１１２は、シールドコイル１１２ｂに含まれる導体パターン２０
６に接続される端子２０７を有する。端子２０７は、導体パターン２０６に流れる電流を
供給する給電ケーブル２０８が接続される。例えば、端子２０７には、給電ケーブル２０
８側の端子２０９がボルト２１０によって取り付けられる。ここで、給電ケーブル２０８
は、傾斜磁場電源１３０と傾斜磁場コイル１１２との間に設けられ、傾斜磁場電源１３０
から傾斜磁場コイル１１２へ電流を供給する。なお、図２では図示を省略しているが、導
体パターン２０１～２０５にも、それぞれ端子２０７と同様の端子が接続される。
【００２６】
　そして、導体パターン２０１～２０６は、それぞれアルミニウムで形成される。また、
導体パターン２０１～２０６に接続される端子は、それぞれ銅で形成される。
【００２７】
　一般的に、ＭＲＩ装置において、傾斜磁場コイルの導体パターン及び端子は、電気伝導
率が高い銅で形成される。このことから、例えば、傾斜磁場コイルの軽量化を実現するた
めの方法として、導体パターンと端子とを銅より軽いアルミニウムで形成することが考え
られる。しかし、傾斜磁場コイルに接続される給電ケーブルは、静磁場内に置かれるため
電流が流れるとローレンツ力が作用して振動するため、この振動によって端子が緩むこと
が考えられる。したがって、端子については、アルミニウムより強度が高い銅で形成する
のが望ましい。
【００２８】
　これに対し、本実施形態では、傾斜磁場コイル１１２が有する導体パターンがアルミニ
ウムで形成され、導体パターンに接続される端子が銅で形成される。そのため、本実施形
態によれば、導体パターンと端子との接続部分の強度を確保しつつ、導体パターン及び端
子の両方が銅で形成される場合と比べて、傾斜磁場コイル１１２の軽量化を実現すること
ができる。また、例えば、近年のように、銅の価格がアルミニウムの価格より高い場合に
は、傾斜磁場コイル１１２のコストを低減させることもできる。
【００２９】
　なお、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分は、銅とアルミニウムとが異種金
属であるため、それぞれを単純に接触させてしまうと電気腐食が発生することが想定され
る。そこで、本実施形態では、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分は、導体パ
ターン２０６における端子２０７との接続面にスズ又はニッケルのめっきが施されたうえ
で、はんだにより接続される。
【００３０】
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　また、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分には、ローレンツ力による導電ケ
ーブルの振動や傾斜磁場コイル１１２自体の振動によって機械的な負荷が生じることが想
定される。そこで、本実施形態では、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分は、
ねじによって締結される。なお、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分を締結す
るねじの本数は１本でもよいが、ねじによる締結部分に生じる機械的な負荷を減らすため
には、複数のねじを用いるのが望ましい。このため、本実施形態では、導体パターン２０
６と端子２０７との接続部分は、複数のねじによって締結される。
【００３１】
　以下では、本実施形態に係る導体パターン２０６と端子２０７との接続部分について詳
細に説明する。なお、以下では、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分を例に挙
げて説明するが、他の導体パターン及び他の端子についても、導体パターン２０６及び端
子２０７と同様に接続される。
【００３２】
　図３は、本実施形態に係る導体パターン２０６と端子２０７との接続部分の外観を示す
斜視図である。例えば、図３に示すように、端子２０７は、概略円柱形状に形成され、一
方の端部に、給電ケーブル２０８側の端子２０９を取り付けるためのボルト２１０が嵌合
する穴２０７ａが形成され、他方の端部に、導体パターン２０６の端部が取り付けられる
。
【００３３】
　そして、例えば、図３に示すように、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分は
、２本のねじ２１１及び２１２によって締結される。なお、本実施形態では、導体パター
ン２０６と端子２０７との接続部分が２本のねじによって締結される場合の例を説明する
が、３本以上のねじによって締結されてもよい。
【００３４】
　図４は、本実施形態に係る導体パターン２０６と端子２０７との接続部分の構造を示す
斜視図である。例えば、図４に示すように、端子２０７において、導体パターン２０６が
取り付けられる側の端部には、円筒形状の端面から突出する板状の取り付け部２０７ｂが
形成される。ここで、取り付け部２０７ｂには、長さＬの間隔で２つのねじ孔２０７ｃ及
び２０７ｄが形成される。一方、導体パターン２０６において、端子２０７に取り付けら
れる側の端部には、長さＬの間隔で２つの貫通孔２０６ａ及び２０６ｂが形成される。
【００３５】
　そして、ねじ２１１が、導体パターン２０６の貫通孔２０６ａを通って、取り付け部２
０７ｂのねじ孔２０７ｃに嵌合する。また、ねじ２１２が、導体パターン２０６の貫通孔
２０６ｂを通って、取り付け部２０７ｂのねじ孔２０７ｄに嵌合する。このように、ねじ
２１１がねじ孔２０７ｃに嵌合し、ねじ２１２がねじ孔２０７ｄに嵌合することによって
、導体パターン２０６と端子２０７とが締結される。
【００３６】
　このように、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分を複数のねじによって締結
させることで、当該接続部分に生じる負荷を低減させることができる。これにより、導体
パターン２０６と端子２０７とをより強固に締結させることができる。
【００３７】
　なお、例えば、ねじ２１１及び２１２の材質は、銅又は真鍮である。このように、銅又
は真鍮のねじを用いることで、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分における電
気抵抗を小さくすることができる。
【００３８】
　図５は、本実施形態に係る導体パターン２０６と端子２０７との接続部分を示す断面図
である。例えば、図５に示すように、導体パターン２０６における端子２０７との接続面
には、スズ又はニッケルのめっき２１３が施される。そして、導体パターン２０６と端子
２０７との接続部分は、はんだ２１４により接続される。
【００３９】
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　このように、導体パターン２０６における端子２０７との接続面にめっき２１３を施す
ことで、当該接続部分に発生する電気腐食の進行を抑制することができる。また、導体パ
ターン２０６と端子２０７とをはんだ２１４により接続することで、接続部分における電
気抵抗を小さくすることができる。なお、ここでは、導体パターン２０６側の接続面にめ
っき２１３が施される場合の例を説明するが、さらに、端子２０７における導体パターン
２０６との接続面にめっきが施されてもよい。
【００４０】
　また、例えば、ねじ２１１に形成されたおねじ部の表面にも、スズ又はニッケルのめっ
き２１５が施される。同様に、ねじ２１２に形成されたおねじ部の表面にもめっき２１６
が施される。なお、ここでは、おねじ部の表面にめっきが施される場合の例を説明するが
、例えば、端子２０７の取り付け部２０７ｂに形成されためねじ部の表面にめっきが施さ
れてもよい。また、導体パターン２０６にもめねじ部が形成される場合には、導体パター
ン２０６のめねじ部の表面にめっきが施されてもよい。ここで、おねじ部の表面及びめね
じ部の表面の両方にめっきが施されてもよいし、おねじ部及びめねじ部のいずれか一方の
表面みにめっきが施されてもよい。
【００４１】
　このように、導体パターン２０６と端子２０７とを締結するねじについて、おねじ部及
びめねじ部の少なくとも一方の表面にめっきを施すことで、おねじ部分及びめねじ部分に
発生する電気腐食の進行を抑制することができる。
【００４２】
　また、例えば、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分を締結する複数のねじは
、はんだ２１４にかかる負荷が所定の大きさ以下となる間隔で配設される。ここで、はん
だ２１４にかかる機械的な負荷を減らすためには、ねじ２１１とねじ２１２との間隔Ｌを
できるだけ大きく設定するのが望ましい。
【００４３】
　しかし、間隔Ｌを大きく設定しすぎると、銅とアルミニウムとの線膨張係数の差によっ
てはんだ２１４にせん断ひずみが生じ、はんだ２１４が割れてしまうこともあり得る。こ
のことから、本実施形態では、複数のねじが設けられる間隔は、導体パターン２０６及び
端子２０７それぞれの線膨張係数の違いから接続面に生じるせん断ひずみによってはんだ
２１４にかかるせん断応力の大きさが所定値以下となる間隔に設定される。
【００４４】
　図６は、図５に示した導体パターン２０６と端子２０７との接続部分を拡大した拡大図
である。なお、図６では、図５に示した部分Ａを拡大して示している。一般的に、銅とア
ルミニウムとでは、線膨張係数が異なることが知られている。そのため、導体パターン２
０６と端子２０７との接続部分の温度が上昇した場合には、導体パターン２０６及び端子
２０７がそれぞれ異なる量だけ熱膨張することになる。この結果、導体パターン２０６の
接続面と端子２０７の接続面とによってせん断力が発生し、導体パターン２０６と端子２
０７との間に介在するはんだ２１４にせん断ひずみが生じることになる。例えば、図６に
示すように、はんだ２１４において、導体パターン２０６側の面と端子２０７側の面との
間に、面方向に沿った長さの差ΔＬが生じる。
【００４５】
　図７は、本実施形態に係るはんだ２１４の応力ひずみ線図を示す図である。例えば、図
７に示すように、はんだ２１４の応力ひずみ線図が引張試験等によって得られていたとす
る。図７において、縦軸は、はんだ２１４に生じる応力σを示しており、横軸は、はんだ
２１４に生じるひずみεを示している。また、σyuは上降伏点であり、εyuは上降伏点σ

yuにおけるひずみであり、Ｅはヤング率である。また、σsは、上降伏点σyuと所定の安
全率とから求められた許容応力であり、εsは、許容応力σsにおけるひずみである。なお
、許容応力σsは、はんだ２１４の引張強度と安全率とから求められてもよい。
【００４６】
　このような応力ひずみ線図が得られている場合に、例えば、ねじ２１１とねじ２１２と
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の間隔Ｌは、以下に示す式（１）に基づいて設定される。ここで、αCuは、銅の線膨張係
数であり、αAlは、アルミニウムの線膨張係数である。また、ｗは、はんだ２１４の厚さ
であり、Ｇは、横弾性係数である。また、ΔＴは接続部分における上昇温度であり、τs

は許容応力σsから概算された許容せん断応力である。
【００４７】
【数１】

【００４８】
　このように、はんだ２１４にかかるせん断応力の大きさが所定値以下となるように、ね
じ２１１とねじ２１２との間隔Ｌを設定することによって、はんだ２１４に作用するせん
断力によってはんだ２１４が割れるのを防ぐことができる。これにより、電気腐食の進行
を抑えつつ、導体パターン２０６と端子２０７とをより強固に接続することができる。
【００４９】
　また、一般的に、銅やアルミニウムなどの導体は、空気と接触すると、空気の湿気によ
って電気腐食が進行することが知られている。このことから、本実施形態では、導体パタ
ーン２０６と端子２０７との接続部分は、樹脂に封入される。
【００５０】
　図８は、本実施形態に係る傾斜磁場コイル１１２における導体パターン２０６と端子２
０７との接続部分周辺を示す図である。例えば、図８に示すように、導体パターン２０６
と端子２０７との接続部分は、導体パターン２０６の周囲に含浸された樹脂１１２ｃに封
入される。これにより、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分は、導体パターン
２０６とともに一体の樹脂１１２ｃに封入される。このように、導体パターン２０６と端
子２０７との接続部分を樹脂で封入することで、当該接続部分に発生する電気腐食の進行
を抑制することができる。
【００５１】
　また、例えば、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分は、傾斜磁場コイル１１
２の端面１１２ｄと導体パターン２０６との間に配置される。このとき、例えば、端子２
０７は、端子２０７の少なくとも一部が傾斜磁場コイル１１２の外側に配置される。例え
ば、図８に示すように、端子２０７は、給電ケーブル２０８側の端子２０９が取り付けら
れる側の端部が傾斜磁場コイル１１２の端面１１２ｄから突出するように設けられる。
【００５２】
　また、例えば、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分は、バリアー層で被覆さ
れる。例えば、図８に示すように、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分は、当
該接続部分に巻き付けられたガラス繊維のバリアー層２１７によって被覆される。このよ
うに、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分をバリアー層２１７で被覆すること
で、当該接続部分の周囲で樹脂１１２ｃがクラックしたり剥離したりした場合でも、当該
接続部分の周囲に侵入する空気を遮断することができる。これにより、導体パターン２０
６と端子２０７との接続部分の周囲で樹脂１１２ｃがクラックしたり剥離したりした場合
でも、当該接続部分に発生する電気腐食の進行を抑制することができ、樹脂１１２ｃの内
部で断線が起こるのを防ぐことができる。なお、バリアー層２１７の材料はガラス繊維に
限られず、他の素材が用いられてもよい。
【００５３】
　上述したように、本実施形態に係るＭＲＩ装置１００では、傾斜磁場コイル１１２にお
いて、コイルを形成する導体パターンがアルミニウムで形成され、導体パターンに流れる
電流を供給する給電ケーブルが接続される端子が銅で形成される。したがって、本実施形
態によれば、導体パターン及び端子の両方が銅で形成される場合と比べて、傾斜磁場コイ
ル１１２の軽量化を実現することができる。
【００５４】
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　また、本実施形態によれば、導体パターン２０６と端子２０７との接続部分にめっきを
施したり、当該接続部分を樹脂で封入したりすることで、当該接続部分に発生する電気腐
食の進行を抑制することができる。これにより、導体パターン２０６と端子２０７との接
続部分を長期的に安定した状態に保つことができる。
【００５５】
　以上説明した少なくとも一つの実施形態によれば、傾斜磁場コイルの軽量化を実現する
ことができる。
【００５６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００５７】
　１００　ＭＲＩ（磁気共鳴イメージング）装置
　１１０　架台装置
　１１２　傾斜磁場コイル
　２０１～２０６　導体パターン
　２０７　端子

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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